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令和８年度東京都公立学校教職員採用候補者選考(令和９年度採用)(実習助手及び寄宿舎指導員)実施要綱 

（令和８年９月６日実施） 

令和８年 6 月 29 日  

東京都教育委員会                               

                                                    
 この選考は、原則として令和９年４月１日以降に採用する公立学校教職員の候補者を決定するために実施しま
す。 

１ 選考の対象となる職種、教科（分野）、採用見込数及び受験資格 

 

※大学等とは、大学、大学院、短期大学、専門学校をいう。 

 

 

 

《受験資格について御不明な点がありましたら、人事部選考課選考担当宛てにお問い合わせください。》 

 

 

 

 

教 科 （分 野） 採用見込数 
受験資格 

卒業学科等 年 齢 

工 業 

機械系 若干名 
高等学校、高等専門学校又は大学等を卒業した者

（令和９年３月３１日までに卒業見込みの者を含
む。）ただし、原則として工業に関する学科又は課
程を修了していること。普通科は含まない。 

昭和６２年４月２日

以降に出生した者 

工業化学系 若干名 

工芸系 若干名 

農 業 食品系 若干名 

高等学校又は大学等を卒業した者（令和９年３月
３１日までに卒業見込みの者を含む。）ただし、原
則として農業に関する学科又は課程を修了している
こと。普通科は含まない。 

理 療 若干名 

高等学校、特別支援学校等を卒業した者で、はり
師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれ
かの資格を有する者（取得見込みの者は含まな
い。） 

昭和４０年４月２日

以降に出生した者 

水 産 若干名 

高等学校又は大学等を卒業した者（令和９年３月
３１日までに卒業見込みの者を含む。）ただし、原
則として水産に関する学科又は課程を修了している
こと。普通科は含まない。 

 採用見込数 
受験資格 

教員免許状 年 齢 

寄宿舎指導員 若干名 

 教育職員普通免許状（ただし、幼稚園教諭、栄
養教諭及び司書教諭を除く。）を現に有する者又
は令和９年４月１日までに当該免許状を取得見込
みの者 

昭和４０年４月２日

以降に出生した者 

寄宿舎指導員 

実習助手 
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２  職務内容 
（１）実習助手 

高等学校又は特別支援学校で、実験又は実習について教員の補佐をします。 

※１ 欠員の状況によっては、名簿登載となった教科（分野）以外で採用となることがあります。 

※２ 「工業」又は「農業」で採用された場合は、人事異動等により異なる分野を担当することもあります。 

 

（２）寄宿舎指導員 

特別支援学校に設置されている寄宿舎において、児童・生徒と起居をともにし、その世話及び寄宿舎におけ

る生活指導等の教育に当たります。 

 

３ 配属先 

（１）実習助手 

以下の表のとおりです。 

 

（２）寄宿舎指導員 

   都立又は区立の特別支援学校へ配属予定です。区立特別支援学校は都外に設置されていることから、都外施

設へ配属や異動となる可能性があります。 

  ※寄宿舎のある特別支援学校の所在地については、７ページを御参照ください。 

  ※なお、令和８年４月１日付新規採用者の配属先は、以下のとおりです。 

   都立特別支援学校（都内）…１名  区立特別支援学校（都外）…８名  

 

※ 島しょ地域（実習助手）及び都外施設付近（寄宿舎指導員）には職員住宅があります。ただし、入居を希望さ

れる場合でも、満室等の事情により入居できない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 科（分 野） 配属予定先 

工 業 
機 械 系 
工業化学系 
工 芸 系 

都立高等学校 
都立特別支援学校 

農 業 食 品 系 
都立高等学校（島しょ地域を含む。） 
都立特別支援学校 

理  療 都立特別支援学校 

水  産 都立高等学校（原則として島しょ地域） 
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４ 受験申込みに関する注意事項 

  以下の（１）又は（２）に該当する者は、受験することができません。 

（１）地方公務員法第１６条（欠格条項）※１、学校教育法第９条（欠格事由）※２※３及び教育職員免許法第５条

（授与）第１項ただし書※３※４に該当する者 

（２）東京都公立学校に現に勤務する教諭、養護教諭、栄養教諭、寄宿舎指導員及び実習助手 

ただし、東京都公立学校に現に勤務する講師（非常勤）、臨時的任用教職員（産休・育休代替教職員及び期

限付任用職員）は受験できます。 
 
※１ 地方公務員法第十六条  

 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者  
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者  
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者  
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 
※２ 学校教育法第九条  
  次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者 
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 
※３ 実習助手は除く。 
※４ 教育職員免許法第五条第一項ただし書 

次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 
一 十八歳未満の者 
二 高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。）。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒

業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。 
三 拘禁刑以上の刑に処せられた者 
四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 
五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 

 

 東京都公立学校教員として従事するに当たっては、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「こども性暴力

防止法」という。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

・   特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力防止法に基づき、東京都公立学校教員

採用候補者名簿から削除する措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求め

ることとしています。このため、あらかじめ、採用選考過程において、面接票等により、特定性犯罪の前科の有無を確認

いたします。 

   ※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は下記のページから参照条文を御覧ください。

https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/pdf/recruit/dbs.pdf   
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５ 選考日及び会場 

  選考日 令和８年９月６日（日） 

  会 場 都立蔵前工科高等学校 

※ 集合時間等の詳細は受験票交付時に通知します。 

なお、当日は、運営の都合等により受験票に記載された時間が繰り下がることがあります。 

 

６ 受験申込手続 

  受験の申込みは、電子申請（インターネット）によりお申込みください。 

 

申込方法 

・以下の URL からお申し込みください。 

https://logoform.jp/form/tmgform/1581133 

※申込手続は、東京都が導入している電子申請システムである 

LoGo フォームを利用します。初めて利用する方は、ＩＤとパスワードを 

発行してから申し込む必要があります。申込みの際に取得したＩＤと 

パスワードは、登録状況の確認や受験票のダウンロード時に必要です。 

申込受付期間 
令和８年６月２９日（月）午前１０時から 

令和８年７月２２日（水）午後６時まで 

【注意事項】 

登録されたメールアドレスによっては、申請が到達した旨のメールや、受験票を発行した旨のメールが届かない

場合があります。その場合は、LoGo フォームのトップページからＩＤとパスワード（又は申込み完了後に表示さ

れた受付番号とパスワード）を用いて御自分の申請状況を確認できます。メールの受信の有無にかかわらず、受験

申込の受付期間内に必ず御自分の申請状況を確認してください。 

 

その他 

ア 受験票は申込みをされた方へメールで通知いたします。令和８年８月１９日（水）までに到着しない場

合は、人事部選考課選考担当（電話０３－５３２０－６７８７）宛てにお問い合わせください。 

イ 受験申込受理後の職種や教科の変更はできません。 

ウ 受験に際して障害のある人を対象とした選考（点字による受験、拡大文字による受験、手話によるコミ

ュニケーション、選考会場における車椅子の使用等）を希望する者は、申込みフォームの「点字」、「拡

大文字」、「手話」、「車椅子」、「その他」の項目にチェックしてください。 

 

７ 選考の内容 

（１）実習助手 

ア 専門教養（６０分） 

    職務に必要な専門的教養について、記述する。 

イ 論文問題（６０分） 

    職務の内容に関わる問題について、８００字程度で論述する。 

ウ 個人面接 

（２）寄宿舎指導員 

  ア 専門教養（９０分） 

    職務に必要な専門的教養について、記述する。 

イ 論文問題（９０分） 

    職務の内容に関わる問題について、１，５００字程度で論述する。 

ウ 個人面接 

 

https://logoform.jp/form/tmgform/1581133
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８ 選考結果等 

（１）合否については、専門教養、論文問題及び個人面接の成績並びに提出書類等に基づき総合的に判定します。 

（２）選考結果は、合否にかかわらず令和８年１０月下旬頃、受験者全員にメールで通知します。 

なお、選考試験を欠席した場合は合否判定の対象とせず、選考結果の通知はいたしません。 

（３）選考結果の情報提供 

選考の結果、不合格となった者のうち、情報の提供を希望するものに対して、総合成績による不合格ラン

ク（Ⅰ～Ⅲ）を選考結果通知書に記載してお知らせします。情報の提供を希望する場合は、申込フォームの

「選考結果の情報提供希望」欄について「有」を選択してください。 

（４）採用候補者名簿への登載 

採用候補者名簿登載の基準に達したと判断された者を合格者とし、「東京都公立学校実習助手採用候補者」

又は「東京都公立学校寄宿舎指導員採用候補者」として名簿に登載します。名簿登載期間は、原則として令

和９年４月１日から令和１０年３月３１日までです。 

 

９ 補欠合格 

採用候補者名簿に登載されなかった者のうち、一定の基準を満たすものは、補欠合格者とします。補欠合格

者は、採用候補者名簿登載者が不足した場合に採用の対象とします。 

 

１０ 採用の手順 

  採用は、候補者名簿に登載された者の中から面談等の所定の手続を経て決定します。ただし、下記のいずれか

の事項に該当した場合は、採用候補者名簿から消除します（採用の対象ではなくなります。また、採用後に該当

することが明らかになった場合は、採用を取り消します。）。 

（１）正当な理由がなく、配属先を辞退した場合 

（２）正当な理由がなく、照会に応答しない場合 

（３）選考を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合 

（４）心身の故障その他の事情により、教職員としての適性を欠くことが明らかとなった場合 

（５）実習助手の名簿登載者で、令和９年３月３１日までに高等学校、高等専門学校又は大学を卒業できない場合 

（６）寄宿舎指導員の名簿登載者で、令和９年４月１日までに教育職員普通免許状を取得できない場合 

（７）申込フォーム、面接票、選考関係書類等、選考過程で申告した事柄に重大な虚偽の内容があることが発覚し

た場合 

（８）犯罪事実確認の結果、特定性犯罪＊事実該当者であることが確認された場合 

（９）特定性犯罪＊の前科に重要な経歴の詐称があった場合 

＊ こども性暴力防止法第２条第７項に規定する性犯罪をいう。 
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１１ 給与等 

（１）初任給〔給料月額＋給料の調整額（該当者のみ）＋教職調整額＋地域手当＋義務教育等教員特別手当〕 

（令和８年４月１日現在） 

 ※ 上記実習助手の額は、都内（島しょ地域を除く。）の学校に採用された場合の例です。  

※ ６０歳以上で採用された者の初任給は、６０歳前の水準の７割になります。 

※ 採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

 

（２）前歴加算 

   高等学校卒業以降に有用な経験がある場合の初任給は、一定の基準により加算されます。 

 

（３）各種手当 

   扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当などが条例に基づき支給されます。また、へき地（島しょ

地域等）の学校、定時制高等学校等に勤務する者及び工科高等学校又は農業高等学校等に勤務し、実習教科を

担当する者には、別途手当が支給されます。 

 

（４）その他 

  ア 昇給は、前年度の勤務成績により、原則として４月１日付けで行われます。 

イ 国立大学法人や他の道府県での教職員在職期間は、原則として東京都の退職手当の算定に含まれませ 

ん。 

ウ 採用時の年齢により昇任選考の一部を受験できないことがあります。 

 

１２ 過去の試験問題について 

郵送又は御本人様の来庁にてお渡し可能です。受験申込期間内に、「６ 受験申込手続」記載の申込フォー

ムからお申し込みください。 

 

１３ 問合せ先 

    東京都教育庁人事部選考課選考担当 

   〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第二本庁舎 14 階 

   電 話 ０３－５３２０－６７８７【ダイヤルイン】 

メールアドレス S9000017@section.metro.tokyo.jp 

東京都教育委員会ホームページ https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/

区分 
実習助手（高等学校） 

実習助手（特別支援学校） 

寄宿舎指導員 

大学卒 約 ３１１，０００ 円 約 ３２６，０００ 円 

短期大学卒 約 ２８６，０００ 円 約 ３０１，０００ 円 

高等学校卒 約 ２５８，０００ 円 約 ２７１，０００ 円 

mailto:S9000017@section.metro.tokyo.jp
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/
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[参考] 

★【令和 7 年度東京都公立学校教職員採用候補者選考（8 年度採用）選考結果】 

実習助手 

教科 
受験者 

（A） 

合格者 

（B） 

合格倍率 

（A／B） 

工業 
 

電気・電子系 11 6 1.8 

工業化学系 4 4 1.0 

工芸系 6 5 1.2 

農業 食品系 8 1 8.0 

家庭 4 3 1.3 

理療 0 - - 

水産 0 - - 

合    計 33 19 1.7 

寄宿舎指導員 

受験者 

（A） 

合格者 

（B） 

合格倍率 

（A／B） 

27 9 3.0 

※補欠合格からの繰り上げ合格者は含まない。 

 

★【寄宿舎のある都立及び区立特別支援学校】 

※各校の人員の状況により、新規採用者が配属とならない場合があります。 

名称 寄宿舎所在地 

都立文京盲学校 東京都文京区後楽一丁目 7 番 6 号 

都立葛飾盲学校 東京都葛飾区堀切七丁目 18 番 10 号 

都立八王子盲学校 東京都八王子市台町三丁目 17 番 18 号 

都立久我山青光学園 東京都世田谷区北烏山四丁目 37 番 1 号 

都立光明学園 東京都世田谷区松原六丁目 27 番 5 号 

板橋区立天津わかしお学校 千葉県鴨川市天津 1990 

葛飾区立保田しおさい学校 千葉県安房郡鋸南町大六 180-2 

大田区立館山さざなみ学校 千葉県館山市洲宮 768-117 

 


